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独立行政法人建築研究所監事監査規程

平成１３年４月１日
規 程 第 １ ４ 号

【沿革】平成２０年３月１２日規程第２号改正

（監査の目的）
第１条 独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 19 条第 4 項の規定に

基づいて行う独立行政法人建築研究所（以下「研究所」という。）の監事の監
査（以下「監査」という。）は、研究所の業務の適正かつ効率的な運営を図る
ことを目的として行うものとする。

（監査の種類及び方法）
第２条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
２ 監査は、書面監査及び実地監査により実施するものとする。

（監査の対象）
第３条 監査は、次の事項について行うものとする。

一 関係諸法令、規程、業務方法書、達及び細則等の実施状況
二 中期計画及び年度計画の実施状況
三 組織及び制度全般の運営状況
四 人事管理の状況
五 財務及び会計の状況
六 財産管理の状況
七 安全管理の状況
八 その他監査の目的を達するために必要な事項

（監査計画）
第４条 監事は、定期監査について、毎事業年度当初に、監査の対象及び実施時

期等を定めた監査計画を作成し、理事長に通知するものとする。
２ 前項の監査計画を変更する必要が生じたとき又は臨時監査を行う場合につい

ては、前項に準ずるものとする。

（監査に従事する職員）
第５条 監事は、監査を行うにあたり、必要があるときは、理事長の承認を得て、

職員を監査に関する事務に臨時に従事させることができる。
２ 監査に従事する職員は、監査によって知り得た秘密について他に漏らしては

ならない。

（監査の実施）
第６条 監事は、監査を実施しようとするときは、あらかじめ理事長に通知する

ものとする。
２ 監事及び監査に従事する職員は、監査のため必要があるときは、次の各号に

掲げる事項を行うことができる。
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一 業務運営及び財産の状況を調査すること。
二 帳簿、書類その他の物件を検査すること。
三 関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めること。

（監査への協力）
第７条 監査を受ける者は、監査の円滑な実施に協力しなければならない。

（監査後の措置）
第８条 監事は、監査の結果を文書又は口頭で理事長に通知するものとする。
２ 監事は、監査の結果、業務の是正又は改善が必要であると認めるときは、意

見を付すものとする。
３ 理事長は、前項の意見に対し、必要な措置を講じ、その結果を監事に通知す

るものとする。

（会議への出席）
第９条 監事は、研究所の業務運営に関する重要な会議に出席し、意見を述べる

ことができる。

（財務諸表等の監査）
第１０条 独立行政法人通則法第３８条の規定に基づき、国土交通大臣に提出す

る財務諸表及び決算報告書は、これに関係書類を添えて、あらかじめ監事に回
付し、監査を受けなければならない。

（重要な文書の回付）
第１１条 次の各号に掲げる文書は、その施行前に監事に回付しなければならな

い。ただし、急を要するものについては、施行後すみやかに回付するものとす
る。
一 規程若しくは達等その他研究所の業務運営の基本方針に関する定めの制定

又は改廃に係る文書
二 行政庁に対する許可、認可若しくは承認に関する申請書又は報告書で重要

なもの
三 会計検査院その他の監査機関に提出する文書
四 契約に関する重要な文書
五 訴訟に関する文書
六 前各号に掲げるもののほか、研究所の業務運営上重要又は異例にわたる文

書
２ 研究所が収受した文書のうち、次の各号に掲げる文書は、監事に回付するも

のとする。
一 行政庁からの許可書、認可書、承認書、通達文書又は指示文書等で重要な

もの
二 会計検査院その他の監査機関からの通知書
三 訴訟に関する文書
四 前各号に掲げるもののほか、研究所の業務運営上重要又は異例にわたる文

書

（事故等の報告）
第１２条 業務上の事故、災害その他研究所の業務の運営に著しい影響を及ぼす
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と認めら れる事項については、関係者は、すみやかに文書又は口頭で監事に
報告しなければならない。

付 則
この規程は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。

附 則（平成２０年３月１２日規程第２号）
この規程は、平成２０年４月１日から施行する。


